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条 例

次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ７ 年 ６ 月 日

  横 浜 市 長   山   中   竹   春

１ 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

２ 横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

３   地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ

る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

４ 横 浜 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

５ 横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

13
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横 浜 市 条 例 第 号

横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例

  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 第 １ 項 第 号 中 「 定 め る 者 」 の 次 に 「 （ 第 ５ 条 の ３ 第 １ 項

に お い て 「 配 偶 者 等 」 と い う 。 ） 」 を 、 「 定 め る 世 話 」 の 次 に 「 （

以 下 「 介 護 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 「 当 該 世 話 」 を 「 当 該 介 護 等

」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の ２ の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。

（ 介 護 等 に つ い て の 申 出 が あ っ た 場 合 に お け る 措 置 等 ）

第 ５ 条 の ３   任 命 権 者 は 、 職 員 か ら 配 偶 者 等 が 当 該 職 員 の 介 護 等 を

必 要 と す る 状 況 に 至 っ た こ と の 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 職 員 に

対 し て 、 仕 事 と 介 護 等 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以 下 「 介

護 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項 を 知 ら せ る と と も に

、 介 護 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 又 は 申 告 に 係 る 意 向 を 確 認 す る た め

の 面 談 等 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２   任 命 権 者 は 、 職 員 に 対 し て 、 当 該 職 員 が 歳 に 達 し た 日 の 属 す

る 休 暇 年 度 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 事 項 を 知 ら せ な け れ ば な ら

な い 。

（ 勤 務 環 境 の 整 備 に 関 す る 措 置 ）

第 ５ 条 の ４   任 命 権 者 は 、 介 護 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 又 は 申 告 が 円

滑 に 行 わ れ る よ う に す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な

ら な い 。

職 員 に 対 す る 介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 係 る 研 修 の 実 施

介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 関 す る 相 談 体 制 の 整 備

そ の 他 介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 係 る 勤 務 環 境 の 整 備 に 関 す る 措

置

  附   則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  （ 横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条   横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 条 中 「 公 示 送 達 は 、 」 の 次 に 「 市 役 所 又 は 」 を 加 え 、 「 （

市 外 に 住 所 又 は 所 在 地 の あ る 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 入 す べ き 個 人 の

市 民 税 及 び 県 民 税 （ 督 促 、 滞 納 処 分 及 び 納 税 の 猶 予 に 係 る も の に

限 る 。 ） 、 市 た ば こ 税 並 び に 入 湯 税 に 係 る も の に あ っ て は 、 市 役

所 ） 」 を 削 る 。

  第 条 中 「 扶 養 控 除 額 」 の 次 に 「 、 特 定 親 族 特 別 控 除 額 」 を 加

え る 。

  第 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納

期 に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に

納 期 を 定 め る こ と が で き る 。

第 条 の ４ 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 退 職 手 当 等 で 」 を 「 退 職 手 当 等

（ 法 第 292 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） で 」 に 改 め る 。

第 条 の ５ 第 １ 項 、 第 条 の ５ の ２ 第 ３ 項 及 び 第 条 の ５ の ７

第 １ 項 中 「 第 条 の 」 を 「 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 」 に 改 め る 。

第 条 第 １ 項 た だ し 書 中 「 ） 若 し く は 」 を 「 ） 、 」 に 改 め 、 「

扶 養 控 除 額 」 の 次 に 「 若 し く は 特 定 親 族 特 別 控 除 額 （ 特 定 親 族 （

同 条 第 １ 項 第 号 に 規 定 す る 特 定 親 族 を い う 。 第 条 の ４ 第 １ 項

に お い て 同 じ 。 ） （ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 850,000 円 以 下 で あ る

も の に 限 る 。 ） に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 ５ 号 中 「

又 は 扶 養 控 除 額 」 を 「 、 扶 養 控 除 額 又 は 特 定 親 族 特 別 控 除 額 」 に

改 め る 。

  第 条 の ４ 第 １ 項 中 「 退 職 手 当 等 に 限 る 」 の 次 に 「 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 」 を 、 「 者 に 限 る 。 ） 」 の 次 に 「 若 し く は 特 定 親

族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が

850,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。

  第 条 中 「 法 第 292 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 」 を 削 り 、 「 本

節 」 を 「 こ の 節 」 に 、 「 「 退 職 手 当 等 」 と い う 」 を 「 同 じ 」 に 改

め る 。

  第 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納

期 に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に

納 期 を 定 め る こ と が で き る 。
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  第 条 の 見 出 し 中 「 固 定 資 産 税 」 を 「 固 定 資 産 税 等 」 に 改 め 、

同 条 中 「 ま た は 同 条 第 ４ 項 」 を 「 、 第 ４ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 若 し く

は 第 ９ 項 本 文 、 法 附 則 第 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 法 附 則 第

条 第 ９ 項 若 し く は 第 項 」 に 改 め る 。

第 条 の ２ を 削 る 。

第 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納

期 に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に

納 期 を 定 め る こ と が で き る 。

第 条 第 ３ 項 中 「 に よ る 申 告 事 項 」 を 「 に よ り 申 告 し た 事 項 」

に 改 め る 。

  第 134 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   市 長 は 、 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 納

期 に よ り 難 い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に

納 期 を 定 め る こ と が で き る 。

附 則 第 ９ 条 第 項 中 「 附 則 第 条 第 項 」 を 「 附 則 第 条 第

項 」 に 改 め る 。

  附 則 第 ９ 条 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

第 ９ 条 の ２   削 除  

附 則 第 ９ 条 の ４ の ４ 中 「 第 条 」 を 「 第 条 第 １ 項 」 に 改 め る

。

  附 則 第 条 の ６ の ４ に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２   特 定 マ ン シ ョ ン に 係 る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 に つ い て は 、 前 項

の 申 告 書 の 提 出 が な か っ た 場 合 に お い て も 、 マ ン シ ョ ン の 管 理

の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 年 法 律 第 149 号 ） 第 ５ 条

の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 管 理 組 合 の 管 理 者 等 か ら 、 前 項 に 規 定 す

る 期 間 内 に 法 附 則 第 条 の ９ の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 総 務 省 令 で

定 め る 書 類 の 提 出 が さ れ 、 か つ 、 当 該 特 定 マ ン シ ョ ン が 同 条 第

１ 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 前 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 同 条 第 １ 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。

附 則 第 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 条 削 除

附 則 第 条 の ２ を 附 則 第 条 の ３ と し 、 附 則 第 条 の 次 に 次 の

１ 条 を 加 え る 。

  （ 加 熱 式 た ば こ に 係 る 市 た ば こ 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ）

第 条 の ２   令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 第 条 第 １ 項 の 売 渡 し 又 は

同 条 第 ２ 項 の 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ れ た 加 熱 式 た ば こ （

第 条 の ３ 第 １ 号 オ に 掲 げ る 加 熱 式 た ば こ を い い 、 第 条 の ２

の 規 定 に よ り 製 造 た ば こ と み な さ れ る も の を 含 む 。 ） に 係 る 第

条 第 １ 項 の 製 造 た ば こ の 本 数 は 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ
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ら ず 、 当 分 の 間 、 法 附 則 第 条 の ３ の 定 め る と こ ろ に よ る 。

  （ 横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条   横 浜 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 年 ５ 月 横 浜

市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 ２ 項 中 「 を 除 く 」 を 「 及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和

６ 年 法 律 第 号 ） 附 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た

も の を 除 く 」 に 改 め る 。

（ 横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条   横 浜 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ５ 年 ６ 月 横

浜 市 条 例 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 の う ち 横 浜 市 市 税 条 例 第 条 の 改 正 規 定 中 「 公 示 送 達 」

及 び 「 、 「 市 役 所 」 の 次 に 「 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 」 を 」

を 削 り 、 「 又 は 公 示 事 項 を 」 の 次 に 「 市 役 所 又 は 」 を 加 え る 。

附   則

（ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

  第 １ 条 中 横 浜 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 条 、

第 条 第 １ 項 及 び 第 条 の ４ 第 １ 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 か ら

附 則 第 ４ 項 ま で の 規 定 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日

  第 １ 条 中 条 例 附 則 第 条 の ２ を 条 例 附 則 第 条 の ３ と し 、 条

例 附 則 第 条 の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ５ 項 か ら

第 ７ 項 ま で の 規 定   令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

  第 ２ 条 の 規 定   公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ６ 年 法 律 第 号

  ） の 施 行 の 日

（ 個 人 の 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２   第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ）

第 条 及 び 第 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個

人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ７ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 令 和 ８ 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 係 る 申 告 書 の 提 出 に 係 る 新 条 例

第 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 た だ し 書 中 「 特 定 親

族 特 別 控 除 額 （ 特 定 親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 号 に 規 定 す る 特 定 親 族

を い う 。 第 条 の ４ 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 前 年 の 合 計 所 得 金

額 が 850,000 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の を 除 く 。 ）

」 と あ る の は 、 「 特 定 親 族 特 別 控 除 額 」 と す る 。

４ 新 条 例 第 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 は 、 附 則 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る

規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 所 得 税 法 （ 昭 和 年 法 律

第 号 ） 第 203 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 同 法 第 203

条 の ７ の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 「 公 的 年 金 等 」 と
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い う 。 ） に つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る

申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に

つ い て 提 出 し た 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 条 例 第 条 の ４ 第 １

項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 市 た ば こ 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

５   別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 附 則 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定

の 施 行 の 日 前 に 課 し た 、 又 は 課 す べ き で あ っ た 加 熱 式 た ば こ （ 新

条 例 附 則 第 条 の ２ に 規 定 す る 加 熱 式 た ば こ を い う 。 次 項 に お い

て 同 じ 。 ） に 係 る 市 た ば こ 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６   令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 同 年 ９ 月 日 ま で の 間 に 、 条 例 第 条 第

１ 項 の 売 渡 し 又 は 同 条 第 ２ 項 の 売 渡 し 若 し く は 消 費 等 が 行 わ れ た

加 熱 式 た ば こ に 係 る 条 例 第 条 第 １ 項 の 製 造 た ば こ の 本 数 は 、 同

条 第 ３ 項 及 び 新 条 例 附 則 第 条 の ２ の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲

げ る 製 造 た ば こ の 本 数 の 合 計 数 に よ る も の と す る 。

  条 例 第 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ （ 地 方 税

法 及 び 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 令 和 ７ 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法

（ 昭 和 年 法 律 第 226 号 ） 附 則 第 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 紙

巻 た ば こ を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 本 数 に 0.5 を 乗 じ て

計 算 し た 製 造 た ば こ の 本 数

  新 条 例 附 則 第 条 の ２ の 規 定 に よ り 換 算 し た 紙 巻 た ば こ の 本

数 に 0.5 を 乗 じ て 計 算 し た 製 造 た ば こ の 本 数

７   前 項 各 号 に 掲 げ る 製 造 た ば こ の 本 数 に １ 本 未 満 の 端 数 が あ る 場

合 に は 、 そ れ ぞ れ そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受

け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例

  地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ る

特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例 第

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 特 定 非 営 利 活 動 法 人 ア イ ・ ア ム の 項 を 削 り 、 同 表 に 次 の よ う

に 加 え る 。

特定非営利活動法人アイ・アム 磯子区汐見台２丁目３番地

の３

令和７年８月１日から

令和 年７月 日まで

  附   則

（ 施 行 期 日 ）

１   こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２   こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に

掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 別

表 特 定 非 営 利 活 動 法 人 ア イ ・ ア ム の 項 の 規 定 は 、 こ の 規 定 に 規 定

す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 し て 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 期 間 内 に 寄

附 金 を 支 出 し た 場 合 に つ い て 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。
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横 浜 市 条 例 第 号

横 浜 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

  横 浜 市 営 住 宅 条 例 （ 平 成 ９ 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の １ の 表 中

「

藤 棚 ハ イ ツ

」

を

「

尾 張 屋 橋 住 宅

藤 棚 ハ イ ツ

」

に 改 め る 。

  附   則  

こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

36
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横 浜 市 条 例 第 号

横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の ２ の 表 中

「

中 村 町 住 宅 横 浜 市 南 区

」

を

「

尾 張 屋 橋 住 宅 横 浜 市 西 区

中 村 町 住 宅 横 浜 市 南 区

」

に 改 め る 。

  附   則  

こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
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